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この夏、多くの皆様のご協力で本校の公式Webサイトに新たなコンテンツが加わり
ました。それは学生たちがそれぞれに本校で体験したことや、様々な人々との交流か
ら感じ、考え、学んだことをインタビューした動画です。

サレジオ高専にはどのような学生がいるのかを多くの方々に知っていただくことが
このコンテンツの目的です。学生たちはこのインタビューの内容について、事前に何
も聞かされていませんでした。それは彼（彼女）たちがかまえず自然な感じで、彼ら
のことばで本校の学生生活の様子や勉学や研究にかける想い、抱いている将来の夢を
語ってくれることを期待してのことでした。動画をご覧いただければわかりますが、
明るい表情ではっきりと自分のことを伝えています。それは彼らの確かな成長の証で
す。大変うれしく思いました。

このコンテンツのもう一つの目的は学生の成長を彼らの発したことばから多くの方
に伝えることです。インタビューから見えてきたことがあります。まず本校に入学す
る動機は様々であることです。それほどエンジニアやデザイナーになりたいという強
い願望を持っていなかった中学生が本校に入学し、授業や課外活動、プロジェクト活
動などに関わることでエンジニア、デザイナーになりたいと本気で思うようになるこ
と。さらに教員との関わりを通してより具体的な将来像を持つようになることです。
なかでも特に彼らの口から自然に「人の役に立ちたい」「社会貢献したい」というこ
とばが聞けたことが校長として何よりの喜びです。サレジオ高専はミッションスクー
ルで、エンジニア・デザイナーとなる人間教育の大切さを謳っています。その実りが
見えたことは教職員たちがしっかりと教育理念を理解し、学生たちと関わっているこ
との証です。

これからも学生たちの声を聞き、彼らの成長を多くの方々にお伝えします。引き続
き学生たちをあたたかく見守り、ご支援くださいますようお願い申し上げます。

サレジオ工業高等専門学校
学校長 小島 知博
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「人の役にたちたい」「クリエイティブにい
きたい」「起業を考えています」「人がそれ
に触れて楽しめるモノを創りたい」「人のた
めになるようなロボットを創りたい」「今学
んでいる勉強を活かして深海に潜って調査し
てみたい」「全ての社会の皆さんに貢献でき
るような社会人になりたい」「モノを創り出
すエンジニアのサポートにつきたい」「一つ
の答えを導き出すために色々な角度から考察
するというのが面白い」…

これらの言葉は、動画から抜粋したほんの
一部ですが、彼（彼女）らが、自分の言葉で
発するしっかりとした考えは、そのどれもが
素晴らしい輝きを放っています。

学生達が多くの人々との交流から、多くの
事を学び、日に日に目覚ましい成長を遂げて
ゆくことは、我々教職員にとってこの上ない
喜びです。学生の皆様が社会へ羽ばたき、よ
り良い社会を創り出す事を確信しております。

日々多様な支援をして下さる卒業生の皆様、
保護者の皆様、企業の皆様今後とも学生達へ
の支援を、何卒よろしくお願いいたします。

学生たちの動画はサレジオ高専公式Webサイト
(  http://www.salesio-sp.ac.jp/  )
のTOPページ下部のMovieカテゴリー

・School Introduction
・Student Voice

からご覧になる事ができます。
皆様是非ご覧ください。



- 03 -

― 特集 ―

定期総会2017について

育英学院同窓会(2015.9-2017.8)
定期総会告知と総会議案

2017.11.4（⼟）16:00〜 サレジオ⾼専にて

育英学院同窓会会員の皆様、7-10⽉に役員（理事・評議
員）、会費会員、SHCD招待会員、そして全会員に今年の育英
祭開催告知に併せて隔年開催される定期総会及び卒業⽣の集
い（SHCD2017）ついて去る9⽉10⽇に同窓会理事会・評議
員会を開催して詳細を決定しました。以下に総会に提案される議
案について理事会・評議員会の承認を得たことを報告するとともに
掲載いたします。

第1号議案（同窓会の現況）
１．同窓会役員の現況

・名誉会⻑（現校⻑） 0001名
・執⾏役員・会⻑ 0001名
・執⾏役員・副会⻑ 0006名
・事務局⻑及び局員 0002名
・監事 0002名
・顧問 0006名
・相談役 0011名
・理事（2017/9/10現在） 0038名
・評議員（2017/9/10現在） 0475名

２．理事会・評議員会定⾜数(9/10)
・理事会定⾜数(1/3) 0013名
・評議員会定⾜数（1/10） 0048名

３．同窓会登録会員（2017/3）
・中学 1737名
・旧制⼯業 0038名
・新制⼯⾼ 2203名
・⾼専本科 7641名
・⾼専専攻科 0123名
・現元教職員 0663名

４．同窓会実勢状況
・住所有効会員 7152名
・住所不明会 5195名
・発送停⽌（配送を希望されない） 0094名
・物故者 0520名

右上に続く

左下からの続き

５．同窓会の主要業務
(1) 総会・理事会・評議員会の開催
(2) 卒業⽣の集い（SHCD）開催
(3) 同窓会の事業・決算・予算等の報告
(4) 会員データの管理・更新
(5) 同窓会報・同窓会年報の発⾏
(6) ⾼専⾏事（キャリアデー他）への協⼒。⽀援
(7) クラス・同期会・OBOG会・公認団体⽀援
(8) 会員へのHP、BBS、MLによる情報提供
(9) サレジオ同窓会⽇本連合への参画

(10) アジア連合・世界連合⼤会への派遣
(11) 関東⾼専同窓会連合への参画
(12) その他

第2号議案（2015.9-2017.8事業報告）
年⽉ 活動内容

2015.09 ⻄村・⽣⽥⽬監事による会計監査
2015.10 第1回理事会・第1回評議員会開催
2015.10 全会員へ育英祭・定期総会案内

⾼専ニュース134,135号発送
2015.10 定期総会・SHCD2015開催

⾼専5-10期、43期、48期招待
2015.11 DB200閉祭ミサに参加
2016.01 定期公演（BB,MD）にお祝い

応⽤技術センター報告会にお祝い
2016.02 49期⽣をDB,ML登録、同窓会年報配布
2016.03 3/15専攻科14期修了・本科49期卒業

謝恩会に同窓会役員出席・会⻑祝辞
2016.04 54期新⼊⽣⼊学式に会⻑祝電
2016.05 同窓会第2回理事会・第1回幹事会

キャリアデーに役員有志陪席
2016.07 臨時執⾏役員会開催
2016.09 同窓会第3回理事会・第2回幹事会
2016.10 関東⾼専同窓会連合に川島副会⻑出席
2016.10 アジア・オセアニア連合東チモール⼤会

（EAO）に会⻑・副会⻑を派遣
2016.10 コンプリ師主宰のオペラ公演に林智副会⻑

出席お祝い
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2016.10 SHCD2016 開催
⾼専11-15期、44期、49期招待

2016.10 ⽇本連合⼩平会合、EAO報告
2016.11 東チモール⼯⾼⽣、⽇本信号を訪問
2016.11 ⽇本連合WM、⼤阪星光で、由良副会⻑

出席
2017.01 定期講演（BB,MD）にお祝い

応⽤技術センター報告会にお祝い
2017.02 ⻄村監事逝去（弔問・供花）
2017.02 50期⽣をDB,ML登録、同窓会年報配布
2017.03 3/14専攻科15期修了・本科50期卒業

謝恩会に同窓会役員出席・会⻑祝辞
2017.04 55期新⼊⽣⼊学式に祝電
2017.04 ⽇本連合監査業務に奥⼭副会⻑出席
2017.06 同窓会第3回理事懇談会・第1回幹事会

キャリアデーに役員有志出席
2017.07 ⽇本連合会⻑・副会⻑会合に会⻑他出席
2017.07 理事会・評議員会告知郵送
2017.08 DB⾵を会費既納会員に郵送

SHCD2017 招待期会員に招待状郵送

第3号議案（2015.9-2017.8決算報告）

１．収⼊の部について

⼊会⾦収⼊は期⾸に予定していた卒業⽣数が期中退学等で
減少したため。また年会費についても⽬標を下回っていた。

２．⽀出の部について

⼀般事業費の卒業⽣の集いの他、⽀援事業の件数が増加し
たため。また特別事業費についてはアジア連合東チモールへの派
遣経費の増のためである。また渉外交際費についても連合会費
以外にも外部団体の⽀援などが増えた。預かり⾦収⽀は同期会
の代⾏徴収を⾏ったためである。

３．繰越⾦の取り崩し

当期収⽀差は160万に達し、これについては繰越⾦の減で対
応した。海外派遣は当⾯なく、次期会計期間においては⼤幅な
⾚字にはならない⾒通しである。

第4号議案（2017.9-2019.8事業計画）

１．同窓会事業の主要な案件については第1号議案の現況に
記載したものと⼤きくは変更がない。当⾯予期しない案件が発⽣
する⾒込みはない。

２．事業計画
2017.10 育英祭2017の案内、定期総会2017、

SHCD2017 の案内と⾼専News138,139
号を郵送

2017.11 定期総会2017、河村新会⻑他新役員の
紹介、卒業⽣の集い2017を開催、⾼専16-
20期、45期、50期招待

2017.10 ⽇本連合会合（開催地未定︓予定）
2018.02 51期⽣のDB,ML登録、同窓会年報配布
2018.03 3/14（予定）専攻科16期修了、

本科51期卒業
2018.04 第56期新⼊⽣⼊学
2018.06 キャリアデー、第1回理事（懇談）会・第1回

幹事会開催
2018.09 第2回理事会、第2回幹事会開催
2018.11 育英祭2018、SHCD2018 開催

⾼専21-25期、46期、51期招待
2019.01 定期公演（BB,MD）、応⽤技術センター

報告会にお祝い
2019.02 ⽇本連合で、EAO2020東京開催について

具体化（予定）
2019.03 専攻科17期修了、本科52期卒業
2019.04 第57期新⼊⽣⼊学
2019.06 キャリアデー、第3回理事（懇談）会・第1回

幹事会開催
2019.08 定期総会2019、SHCD2019準備開始

育英学院同窓会の上部団体であるサレジオ同窓会⽇本連合の
会合についてはその開催時期は仮の設定、アジア連合東京⼤会
に向けての準備が活発化する⾒込みである。また2018.3の本科
51期⽣から卒業⽣への同窓会からの記念品としドン・ボスコピン
バッジを贈呈することを決めた。⼀般希望する会員にも有償（同
窓会の財政確保のため）でおわけする予定である。
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第5号議案（2017.9-2019.8予算提⽰）

１．収⼊の部について

前期（15-16年度）に⽐べて繰越⾦が150万程度減額した
ところから予算を編成する。⼊会⾦、年会費も抑制したが、会員
への年会費の納⼊呼びかけを推進しなければならない。コンビニ送
⾦なども検討したがそのための⼝座維持費が相当額になる⾒込み
で郵便振替が最も安価で他に選択肢が⾒あたらない。

２．⽀出の部について

事業費はできるだけ押さえ込まずに管理経費を抑制した。しかし
ながら事業案件が増⼤するためにこれを達成するのは相当に難し
い。それでも収⽀差は40万程度に抑制している。

第6号議案（同窓会則の改正）

割り付け上次ページ以降に掲載する。

第7号議案（新役員の承認・紹介）

現林紹溢会⻑はすでに3期6年の任期となり、⻑期にわたるのは
好ましくないと考えご本⼈の申出もあり、ここで新河村会⻑を理事
会で選出し、評議員会において承認を得た。同時に⻄村監事が
2017.2に逝去されたのでその後任に建部理事を選任した。これ
らにつて総会の承認を得たい。さらに増員された副会⻑、退任され
た会⻑の顧問就任、相談役の就任など⼈事に関わる議案を提案
し、承認を得た。新役員⼀覧は以下の通りである。

右上へ続く

新会則により、会⻑は会⻑が出席できない会合に対して会⻑権
限を⾏使できる「会⻑代理」、儀礼出席する場合の「会⻑代⾏」
を副会⻑から選任できるようになる。これによって現職の⼈材も執
⾏役員全員で⽀えられる。なお事務局についても実質対応してい
る⽊⼾は次⻑職となり理事を兼任、さらに局員として永年在勤さ
れている事務部の柴⽥宏⼦さんをお願いする。
上記役員⼀覧の内「⾚字」部分が新任の⽅である。
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現⾏会則
育英学院同窓会会則

第1章 総則

第１条 本会は育英学院同窓会と称する。
第２条 本会の事務所をサレジオ⼯業⾼等専⾨学校内に置く。
第３条 本会の会員は以下の各号に⽰すものとする

(1)正会員
(2)準会員
(3)特別会員
(4)名誉会員

２ 正会員とは以下の各号に⽰す学校法⼈育英学院に
よって設置された学校の卒業⽣とする。括弧内は略称とする

(1)東京育英⼯芸学校（旧制）
(2)帝都育英⼯業学校（旧制）
(3)帝都育英学院中学校（中学）
(4)帝都育英⼯業⾼等学校（⼯⾼）
(5)育英中学校（中学）
(6)育英⼯業⾼等学校（⼯⾼）
(7)育英⾼等専⾨学校（⾼専）
(8)育英⼯業⾼等専⾨学校（⾼専）
(9)サレジオ⼯業⾼等専⾨学校（⾼専）

３ 準会員とは前項９号に在籍している学⽣とする
４ 特別会員とは第２項の各号に⽰す学校に在職した
教職員または在職している教職員とする
５ 名誉会員とは理事会で推薦し、評議員会及び総会に
おいて承認されたものとする

第2章 ⽬的

第４条 本会は、以下の各号を⽬的として活動する
(1)会員相互の親睦を図る
(2)会員相互の扶助を図る
(3)第3条第2項の9号に⽰す学校（以下
⾼専と称する）と会員間の連絡連携を図る
(4)⾼専の事業を⽀援する
(5)サレジオ会同窓会世界連合の活動に
協⼒する

第３章 事業

第5条 本会は第４条の⽬的を達成するために以下の各号に⽰
す事業を⾏う。

(1)同窓会報の発刊
(2)会員台帳の整備
(3)親睦会、研修会等の開催。
(4)会員が企画するクラス会等の⽀援
(5)会員の慶弔
(6)⾼専に在学する学⽣の各種活動に対す
る後援
(7)⾼専の教育研究等の事業に対する後援、
⽀援

次ページに続く

会則改正案
育英学院同窓会会則

第1章 総則

第１条 本会は育英学院同窓会と称する。
第２条 本会の事務所をサレジオ⼯業⾼等専⾨学校内に置く。
第３条 本会の会員は以下の各号に⽰すものとする

(1)正会員
(2)準会員
(3)特別会員
(4)名誉会員

２ 正会員とは以下の各号に⽰す学校法⼈育英学院よっ
て設置された学校の卒業⽣、または在学していた者とする。

(1)東京育英⼯芸学校（旧制）
(2)帝都育英⼯業学校（旧制）
(3)帝都育英学院中学校（中学）
(4)帝都育英⼯業⾼等学校（⼯⾼）
(5)育英中学校（中学）
(6)育英⼯業⾼等学校（⼯⾼）
(7)育英⾼等専⾨学校（⾼専）
(8)育英⼯業⾼等専⾨学校（⾼専）
(9)サレジオ⼯業⾼等専⾨学校（⾼専）

３ 準会員とは前項第９号に在籍している学⽣とする
４ 特別会員とは第２項の各号に⽰す学校に在職した教
職員または在職している教職員とする
５ 名誉会員とは会⻑が推薦し、理事会において承認され
たものとする

第2章 ⽬的

第４条 本会は、以下の各号を⽬的として活動する
(1)会員相互の親睦・扶助を図る
(2)会員相互の連絡・情報交換を図る。
ただし個⼈情報の扱いに⼗分留意する。
(3)サレジオ⼯業⾼等専⾨学校（以下
⾼専と称する）と会員間の連絡連携を図る
(4)⾼専の事業を⽀援する
(5)サレジオ同窓会連合活動に協⼒する

第３章 事業

第5条 本会は第４条の⽬的を達成するために以下の各号に⽰
す事業を⾏う。

(1)同窓会報の発刊、同窓会HPの運⽤
(2)会員台帳の整備
(3)親睦会、研修会等の開催。
(4)会員が企画する会合等の⽀援
(5)会員への祝意・弔意
(6)準会員の啓蒙及び各種活動への後援
(7)⾼専の教育研究等の事業に対する後援
(8)サレジオ同窓会連合の世界⼤会、
東アジア・オセアニア地域⼤会、⽇本連合等
の会合への参加
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(8)準会員に対する同窓会啓蒙活動
(9)サレジオ会同窓会連合の国内連合、
アジア連合等の総会への参加
(10)その他本会の⽬的を達成するために
必要な事業

第４章 役員及び役職

第６条 本会は次の役員をおく
(1) 名誉会⻑ 1名
(2) 会⻑ 1名
(3) 副会⻑ 6名以内
(4) 監事 2名

第７条 本会の運営に資するために理事及び評議員を置く

第８条 第6条の役員の選出、任務、任期を以下の各項に定め
る

２ 名誉会⻑は⾼専の校⻑を推挙する。その任期は校⻑
在職期間とする
３ 会⻑は理事の互選により推挙し、評議員会及び総会の
承認を得る。その任務は本会を代表し、その活動を統括する。
任期は2年とし、再任を妨げない
４ 副会⻑は理事のうちから会⻑が推挙し、評議員会及び
総会の承認を得る。その任務は会⻑を補佐し、会の運営に
係わる事業、広報、財務、業務（会計、書記、事務等）
の責任を分担する。任期は2年とし、再任を妨げない
５ 監事は評議員会の推挙により会⻑が指名し総会の承
認を得る。その任務は会の運営に係わる業務及び会計を監
査し、その結果を評議員会、総会に報告する義務を負う。
任期は2年とし、再任を妨げない
６ 役員が任期途中で退任した場合は会⻑が理事の中か
ら選任し、その任期は退任した役員の残存期間とする

第９条 理事の選出と役割について以下の通り定める
２ 理事は以下の各号による区分によって正会員の中から
選出する。その任務は役員と連帯して本会の運営にあたり、
役割を分担する

(1) 学域選出 22名
①旧制 1名
②中学 1名
③⼯⾼ 5名
④⾼専 15名

(2) 職域選出 2名
(3) 会域選出 2名
(4) 部域選出 4名

３ 学域選出とは学校法⼈育英学院が設置した学校から
選出される理事
４ 職域選出とは会員が3名以上在籍する企業、学校、団
体から選出される理事
５ 会域選出とは卒業⽣によって構成される理事会で承認
された任意団体から選出される理事
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(9)他⾼専同窓会との情報交換
(10)その他本会の⽬的を達成するために必
要な事業

第４章 役職者

第６条 本会は次の役職を置く
(1) 名誉会⻑ 1名
(2) 会⻑ 1名
(3) 会⻑代理 2名以内
(4) 副会⻑ 6名〜8名
(5) 監事 2名

２ 前項の会⻑、会⻑代理、副会⻑を執⾏役員とする

第７条 本会の運営に資するために理事及び評議員を置く

第８条 第６条の役職者の選出、任務、任期を以下の各項に
定める

２ 名誉会⻑は⾼専の校⻑を推挙する。その任期は校⻑
在職期間とする
３ 会⻑は理事の互選により選出する。その任務は本会を
代表し、その活動を統括する。任期は２年とし再任を妨げな
い
４ 会⻑代理は必要に応じて会⻑が副会⻑の内から選任し、
会を代表して会⻑が指定する会合に出席し、会⻑の権限を
⾏使する。
５ 副会⻑は理事のうちから会⻑が選任する。その任務は
会⻑を補佐し、会の運営に係わる事業、広報、財務、業務
の責任を分担する。任期は2年とし、再任を妨げない。また
会⻑の命により会⻑代⾏として会⻑の指定する会合に出席
することができる。
６ 監事は評議員会の推挙により会⻑が指名し総会の承
認を得る。その任務は会の運営に係わる業務及び会計を監
査し、その結果を評議員会、総会に報告する義務を負う。
任期は2年とし、再任を妨げない
７ 執⾏役員が任期途中で退任した場合は会⻑が理事の
中から選任し、その任期は退任した役員の残存期間とする

第９条 理事の選出と役割について以下の通り定める
２ 理事は以下の各号による区分によって正会員の中から
選出する。その任務は執⾏役員と連帯して本会の運営にあ
たり、役割を分担する

(1) 学校域選出 22名
①旧制 1名
②中学 1名
③⼯⾼ 5名
④⾼専 15名

(2)職場域選出 2名
(3)団体域選出 2名
(4)クラブ域選出 4名

３ 選出員数は前項の員数を標準とする

次ページに続く
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６ 部域選出とは在学中在籍した部活動のOBOG会から
選出される理事
７ 理事の任期は不定とし、退任時に後任を選出する
８ 理事は評議員会、総会で承認を得る
９ 選出員数は標準とする

第１０条 評議員について以下のとおり定める
２ 評議員は正会員の卒業時の学年または学級から選出
し、本会の運営、活動を審議する。その他本会則に定められ
た権限を⾏使する
３ 評議員会は総会を開催することが困難な場合、その機
能、権能を代⾏することができる
４ 評議員は以下の各号の学年または学級を代表して選
任する

(1)旧制 1名以上
(2)中学 4名以上
(3)⼯⾼ 16名以上
(4)⾼専 80名以上

５ 評議員は総会で承認を得る
第１１条 本会には必要に応じて以下の役職を置くこと

ができる
(1)顧問
(2)相談役

２ 顧問は本会会⻑経験者から推挙し、評議員会、総会
の承認を得る
３ 相談役は本会役員経験者から推挙し、評議員、総会
の承認を得る

第５章 会議

第１２条 本会は以下の各号にあたる会議を開催する
(1)総会

①定期総会
②臨時総会

(2)評議員会
(3)理事会
(4)役員会

第１３条 定期総会は学園祭開催期間中、隔年に
召集開催するものとし以下の各号の議事を

審議、決議する。
(1)当該年度の決算及び予算
(2)当該年度の事業報告、事業計画
(3)役員、理事、評議員の承認
(4)名誉会員の承認
(5)会則の改正
(6)その他本会の運営、活動に関する事

２ 総会の招集がない年度、あるいは召集開催が困難であ
る年度について評議員会をもってこれに替えることができる
３ 臨時総会は、会⻑が必要と認めたとき、または評議員の
2分の1以上が議案を⽰し請求したときは開催しなければな
らない。
４ 総会の定⾜数は出席者の承認によってこれを定める
５ 正会員以外の会員についてはオブザーバーとして出席し、
意⾒を述べることができるが議決権の⾏使はできない
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４ 学校域選出とは学校法⼈育英学院が設置した学校か
ら選出される理事
５ 職場域選出とは会員が3名以上在籍する企業、学校、
団体から選出される理事
６ 団体域選出とは卒業⽣によって構成される理事会で承
認された団体から選出される理事
７ クラブ域選出とは在学中在籍したクラブ活動のOBOG会
から選出される理事
８ 理事の任期は不定とし、退任時に後任を選出する
９ 理事の選任は評議員会及び総会で承認を得る

第１０条 評議員について以下のとおり定める
２ 評議員は正会員の卒業時の学年または学級から選出
し、本会の運営、活動を審議する。その他本会則に定められ
た権限を⾏使する
３ 評議員会は総会を開催することが困難な場合、その機
能、権能を代⾏することができる
４ 評議員は以下の各号の校種を代表して各クラスから選
任する

(1)旧制 1名以上
(2)中学 4名以上
(3)⼯⾼ 16名以上
(4)⾼専 80名以上

５ 評議員の選任は総会において承認を得る
第１１条 本会には必要に応じて顧問及び相談役を置く ことが

できる
２ 顧問は会⻑が会⻑経験者から選任する
３ 相談役は会⻑が執⾏役員経験者から選任する。

第５章 会議

第１２条 本会は以下の各号にあたる会議を開催する
(1)総会（定期総会、臨時総会）
(2)評議員会
(3)理事会
(4)執⾏役員会

第１３条 定期総会は学園祭開催期間中、隔年に召
集開催するものとし、以下の各号の議事を審
議、決議する。
(1)当該年度の決算及び予算
(2)当該年度の事業報告、事業計画
(3)理事、評議員、監事の承認
(4)名誉会⻑、名誉会員、会⻑、会⻑代理、
副会⻑の選任を報告
(5)会則の改正
(6)その他本会の運営、活動に関する事項

２ 総会の招集がない年度、あるいは召集開催が困難であ
る年度について評議員会をもってこれに替えることができる
３ 臨時総会は、会⻑が必要と認めたとき、または評議員の
２分の１以上が議案を⽰し請求したときは開催しなければ
ならない。
４ 総会の定⾜数は出席者の承認によって成⽴とする。
５ 正会員以外の会員についてはオブザーバーとして出席し、
意⾒を述べることができるが議決権の⾏使はできない
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第１４条 評議員会は総会にかける議案について審議するため
に、必要に応じて会⻑が召集開催する。定⾜数は10
分の1とする

２ 理事会は本会の運営ならびに評議員会、総会にかける
議案について審議するために必要に応じて会⻑が召集
開催する。定⾜数は3分の１とする

３ 評議員会、理事会の委任状による⽋席は有効定⾜数
に数えるものとする

第１５条 理事会、評議員会の議決は出席者の過半数をもっ
て決定する

第１６条 役員会は本会の活動、運営のために随時召集開催
する。運営上、必要な規定は別にこれを定める

第6章 会計

第１７条 本会の運営経費は⼊会⾦と年会費の収⼊をもってこ
れに充当する。ただし、必要に応じて臨時会費の徴
収及び寄付⾦を受けることができる。

第１８条 ⼊会⾦及び年会費の徴収について以下の各号のとお
りとする
(1) 準会員は⼊会⾦を卒業時に納⼊するものとする。
(2) 正会員は年会費は納⼊するものとする。ただし、

⾼専を卒業した会員については、卒業後5年間
はこの限りではない

(3) 会費の徴収⽅法については別に定める
(4) ⼊会⾦、年会費については別途定める
(5) 会費の改定については理事会で審議し、評議

員会および総会の決議を得る
(6) 名誉会員、特別会員、準会員は年会費の

納⼊を免除する
第１９条 本会の会計年度は定期総会のある年の9⽉1⽇に始

まり、次の定期総会のある年の8⽉31⽇に終わる。

第７章 補⾜

第２０条 会員名簿の記載事項に変更が⽣じたとき、本⼈また
は本⼈より委任された理事、評議員は遅滞無く本会

（事務局）へ報告することとする。
第２１条 本会の事務を処理するために⾼専内に事務局をおき

職員を配置することができる
第２２条 前条に基づき、サレジオ⾼専内に育英学院同窓会事

務局を開設し、事務局⻑、事務職員を⾼専と協議し
て決める

第２３条 本会則のほか、運営上必要な細則は役員会で審議
し、会⻑が理事会に提⽰し審議の上決定し別に定め
るものとする

付則

第1号 本会則は昭和35年1⽉31⽇より施⾏する
第2号 本会則は昭和62年1⽉27⽇より施⾏する
第3号 本会則は平成7年1⽉31⽇より施⾏する
第4号 本会則は平成17年10⽉28⽇より施⾏する
第5号 本会則は平成19年10⽉27⽇より施⾏する
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第１４条 評議員会は総会にかける議案について審議するた
めに、必要に応じて会⻑が召集開催する。定⾜数
は１０分の１とする

２ 理事会は本会の運営ならびに評議員会、総会にかけ
る議案について審議するために必要に応じて会⻑が召
集開催する。定⾜数は３分の１とする

第１５条 評議員会、理事会の委任状による⽋席は有効定⾜
数に数えるものとする

２ 理事会、評議員会の議決は出席者の過半数をもって
決定する

第１６条 執⾏役員会は本会の活動、運営のために随時召集
開催する。運営上、必要な規定は別にこれを定める

第６章 会計

第１７条 本会の運営経費は⼊会⾦と年会費の収⼊をもってこ
れに充当する。ただし、必要に応じて臨時会費の徴収
及び寄付⾦を受けることができる。

第１８条 ⼊会⾦及び年会費の徴収について以下の各号のとお
りとする
(1) 準会員は⼊会⾦を卒業時に納⼊するものとする。
(2) 正会員は年会費を納⼊するものとする。
(3) 会費の徴収⽅法については別に定める
(4) ⼊会⾦、年会費については別途定める
(5) 会費の改定については理事会で審議し、評議

員会および総会の決議を得る
(6) 名誉会員、特別会員、準会員は年会費の納

⼊を免除する
第１９条 本会の会計年度は定期総会のある年の9⽉1⽇に始

まり、次の定期総会のある年の8⽉31⽇に終わる。

第７章 事務局・細則

第２０条 会員名簿の記載事項に変更が⽣じたとき、本⼈また
は本⼈より委任された理事、評議員は遅滞無く本会

（事務局）へ報告することとする。
第２１条 本会の事務を処理するために⾼専内に事務局をおき

職員を配置することができる
第２２条 前条によりサレジオ⾼専内に育英学院同窓会事務

局を設置し、局⻑、局次⻑、局員を⾼専と協議の上、
選任し同窓会業務及び執⾏役員会の事務業務を
負う。

第２３条 本会則のほか、運営上必要な細則は執⾏役員会で
審議し、別に定めるものとする

付則

第1号 本会則は昭和35年1⽉31⽇より施⾏する
第2号 本会則は昭和62年1⽉27⽇より施⾏する
第3号 本会則は平成7年1⽉31⽇より施⾏する
第4号 本会則は平成17年10⽉28⽇より施⾏する
第5号 本会則は平成19年10⽉27⽇より施⾏する
第6号 本会則は平成29年11⽉4⽇より施⾏する
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会費規定

第１条 ⼊会⾦を12000円とする
第２条 年会費は2000円とする
第３条 年会費の徴収は隔年とし4000円徴収する

慶弔規定

第１条 本会に関係する正会員、特別会員、名誉会員の弔時
については、本会に連絡のあった場合、弔電をもってこれ
に替える。

第２条 本会の慶弔⾦については、必要と認めた場合会⻑の承
認を経て5000円を⽀出する。

第３条 前条に関して、特別会員の場合は勤続5年以上を対象
とする。

第４条 原則として⾼専の同窓会事務局⻑が調整し、会⻑がこ
の任に当たる。
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会費規定

第１条 ⼊会⾦を12000円とする
第２条 年会費は2000円とする
第３条 年会費の徴収は隔年とし4000円徴収する
第４条 卒業後5年間は年会費の納付を免除する

慶弔規定

第１条 本会に関係する正会員、特別会員、名誉会員の祝意・
弔意については、本会に連絡のあった場合、祝電・弔電
をもってこれに替える。

第２条 前条に加えて慶弔⾦、供花については、必要と認めた場
合会⻑の承認を経て⽀出する。

第３条 前条に関して、特別会員の場合は勤続5年以上を対象
とする。

第４条 原則として同窓会事務局⻑が調整し、会⻑の承認を得
る。

2017年6⽉17⽇、18時から新宿駅東⼝「⿃どり」にて、
⾼専10期電気⼯学科A組のクラス会が開かれました。
今回は、⻑年に亘って東南アジア諸国で仕事をしてきた
同級の内⼭秀俊君が17年ぶりに帰国するという話から、
急遽クラス会を開くこととなりました。
その間⾳信不通となって皆に⼼配をかけた彼ですが、
偶然学校に証明書申請のメールを寄せたことから連絡がとれ、
元気な姿を⾒せてくれました。
⽊⼾先⽣（同級⽣と間違われたと喜んでいました(^^)）
も駆けつけ、集まったメンバーは11名。
中には卒業後初めて顔を合わせる者もいましたが、
すぐに打ち解けて楽しい時間を過ごしました。
⾼専10期は今年還暦の年になります。これからも、
機会をつくってB組も含めてクラス会を続けていきたいと思います。

（幹事 林 智）
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